
第14号様式 (第 8条関係)
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治政 称

うえんかい /

いなとみ修二後援会

2 主 た る事 務 所 の所 在 地

福岡市南区野間4-1-35-107 /

3代 表 者 の 氏 名

稲富 修二

4 会 計 責 任 者 の 氏 名

古屋 伴朗

連絡先

(担当者)
古屋 伴朗

(電 話 )
092-557-8501

※ 事務担当者の連絡先も収支報告書の閲覧等の対象に含まれます。

※選挙管理委員会使用欄
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政党の支部

政治資金団体
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政治資金規正法第 18条の 2

第 1項の規定による政治団体

その他の政治団体 /

内 /

資金管理団体の指定の有無
□ 無

日 有 /

(以下は、指定「有」の場合のみ記入)

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別 )

衆議院議員

現職

資金管理団体

の届出を した

者 の 氏 名
稲富修

の

政治資金規正法第19条の 7第 1項
第 1号に係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法第19条の 7第 1項
第 2号に係る国会議員関係政治団体

稲富修二

衆議院議員

公職の候補者

の  氏  名

公 職 の 種 類

(現職・候補者の別 )

/

資金管理団体の指定の期間

月

月

日から

日 ま

国会議員関係政治団体に関する

特例の適用期間
令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで団体コー ド (備考 3) 年 分 整理区分 入 力 パ収□
パ支由
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解散 [] 必須様式(1/4)
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2 上 府県の区域等

令 和 年

令 和 年



(その2)

1収支の総括表

2収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額 0

貝 数   (党費又は会費を納入 した人の数 )
ｎ
〉

+② /

(前年報告書の繰越額)/

(本年の収入)/
(その13の合計を記入)/
+②―③ /

必須様式(2/4)

21′453′ 167

0 5′ 186′030

収 入 総 額

16′ 267′ 137

支 出 総 額 17′ 812′ 833

翌年への繰越額 _3′ 640′ 334

(2)寄附

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分 金額 備 考

11′ 764′ 49■
内訳を (そ の 7)に記入
(寄附者の区分 :個 人)

0

0
内訳を (その7)に記入
(寄附者の区分 :法人その他の団体)

1′ 000′ 000/.
内訳を (そ のフ)に記入
(寄附者の区分 :政治団体)

°
 12′ 764′493 ④

0

イ 政党匿名寄附
∩

〉 ⑤

合 計 (ア +イ ) 12′ 764′493 ④+⑤

(前年からの繰越額)

(本年 の 収 入 額 )2収 入項 目別金額の内訳 の (1)～ (6)の計

(ア )個人からの寄附

(う ち特定寄附)

(イ )法人その他の団体からの寄附

(ウ )政治団体からの寄附

/」 計ヽ ((ア)+(イ )+(ウ ))

(寄附の うち寄附のあっせんによるもの )
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(その3)

※ 重竪:当筆金41墾:=乙∠三量二十よ∠製|しi生工1堕:丞|■m塗土:墨_」:豊:鴫1艶2菫!螢lコ_植腱望:菫菫選選:匙≧パニ:ジlL生
=望

:どヒ整盪二__二全宣塾」固上:上:理:区.△ヱ:と:≧1狙

「

事業収入

(3)機関紙誌の発行その他の事業による収入  (「政治資金パーティー」の場合は相外の※に注意すること。)

事 業 の 種 類 金 額 (円 ) 備考 ΩoL治資1釜ヒLゴL笙型墾馳創睦要圧墜立

衆議院議員いなとみ修二政経セミナー2023 3,430,000 令和5年 10月 2日 福岡市中央区薬院4-21-l KKRホ テル博多 シリウス

この 頁 の 小 計
『
ｊ

ｎ
〉00′

430

△
ロ

詈半
口 l 。3′430′ 000

また、収入が 1千万円以上である政治資金パーティー (=「特定パーティー」)については、様式 (そ の 10)も記載すること。

/



(6)その他の収入

摘 ■F
3て 金 額 (円 ) 備  考

誤送金による返金 72′600 R5.10.20(政 治資金パーティー開催事業費)

こ の 頁 の 小 計 72′600

1件 10万 円未 満 の もの 44

△
ロ

詈半
口 :

72′644

(その6)
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1 10万 については、 に し、そ の の1こついては、一括して「1件 10万円未満のもの」欄に
合算 して計上すること。

なお、預金利子については、同一金融機関の同一種類の預金利子であれば、証書番号が異なっていても、まとめて 1件 とし、
その利子の合計額が10万円以上であれば、収入年月 日ごとに内訳を記載すること。

その他収



(その7)

(7)寄附の内訳 堡 Ш三⊆≧区九 二≧上≡夏也□L≧」 【三二止主 寄附者の区分 個人

寄附者の氏名
(団体にあつては、その名称)

金額 (円 ) 年月日
住所 (団体にあっては、主たる事務所の所
在地 )

職業 (団体にあつて
は、代表者の氏名)

備 考

稲富修二 5′ 000′ 000 R5.1.4 福岡市南区長丘2-27-42 国会議員

稲富修二 700′ 000 R5.5。 9 福岡市南区長丘2-27-42 国会議員

稲富修二 1′ 000′ 000 R5.5.18 福岡市南区長丘2-27-42 国会議員

稲富修二 1′ 500′ 000 R5.12.20 福岡市南区長丘2-27-42 国会議員

(ノ」ヽ層
LI‐

) 8′ 200′ 000

渡追孝明 / 2′ 000′ R5.1.5/ 福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103/ 会社員

渡追孝明 2 ｎ
ｖ
／

００ R5.2.1/ 福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103 会社員

福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103 会社員渡追孝明 2′00% R5.2.28/

渡追孝明
『
∠ 000 R5.3.31

/ 福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103 会社員

渡邊孝明 /
2′000 R5.4.28

/
福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103 会社員

渡追孝明 3′000 R5.6.2/ 福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103 会社員

会社員渡邊孝明 3′000 R5。フ.2/ 福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103

R5.7.31/ 福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103 会社員渡追孝明 3′000
/

3′000 R5.8.31
/

福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103 会社員渡邊孝明

渡追孝明 /
2′000 R5.9.29 福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103 会社員

この 頁 の 小 計 8′ 224′ 000

そ の 他 の 寄 附
△
『コ

二 :

属T

「
′

1

2

3

15

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあっては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に

応 じて記載 して差し支えないが、 5万 円以下の寄附については、一括してその合計額を「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記
載することができる。

寄附の内訳



(その7)

(7)寄附の内訳 盤 Ш五⊆≧昼三iヨL上≡夏也□L≧」 ζ五:止主 寄附者の区分 個人

寄附者の氏名
(団体にあつては、その名称)

金額 (円 ) 年月日 住所 (団体にあつては、主たる事務所の所
在地 )

職業 (団体にあつて
は、代表者の氏名)

備 考

渡追孝明 / 2′000 R5.11.し 福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN10) 会社員

渡追孝明 493
/ /

R5.11.16 福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103 会社員

渡邊孝明 3′000 R5.11.30
/

福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN103 会社員

渡追孝明 000
/

3′ R5.12.27/ 福岡市早良区梅林7-36-28メ ゾンYN10a 会社員

(ノlヽ 言十) ,32′493 /

000
/

10′ 福岡市早良区田村3-22-6-1/ 会社役員岩間 誠 / R5.1.6/

岩間 誠 10′ 000 R5.2.6/ 福岡市早良区田村3-22-6-1 会社役員

岩間 誠 10′ 000 R5.3.7/ 福岡市早良区田村3-22-6-1 会社役員

岩間 誠 10′ 000/ R5.4.10
/

福岡市早良区田村3-22-6-1 会社役員

岩間 誠 10′ 000 R5.5.10
/

福岡市早良区田村3-22-6-1 会社役員

岩間 誠 10′ 000/ R5.6.6
/

福岡市早良区田村3-22-6-1 会社役員

岩間 誠 10′ 000 R5.7.5/ 福岡市早良区田村3-22-6-1 会社役員

岩間 誠 10′ 000
/

R5.8.4 福岡市早良区田村3-22-6-1 会社役員

会社役員岩間 誠 10′ 000/ R5.9.5/ 福岡市早良区田村3-22-6-1

岩間 誠 10′ 000/ R5.10.5/ 福岡市早良区田村3-22-6-1 会社役員

この 頁 の 小 計 108′493

そ の 他 の 寄 附
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二 :

日T

１
〓
　

　

つ
ι
　

　

ら
Ｊ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあつては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に
応 じて記載 して差 し支えないが、 5万 円以下の寄附については、一括 してその合計額を「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記
載することができる。

寄附の内訳

/



(その7)

寄附者の区分 個 人(7)寄附の内訳 重 Ш三⊆≧区主 二≧上≡』土L≧」 ζ五:止主

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

金額 (円 ) 年月日 住所 (団体にあつては、主たる事務所の所
在地)

職業 (団体にあつて
は、代表者の氏名)

備 考

岩間 誠 10′ 000/ R5.11.7/ 福岡市早良区田村3-22-6-1 会社役員

岩間 誠 10′ 000 R5.12.5
/

福岡市早良区田村3-22-6-1。 会社役員

(ノlヽ 言十 1)

o120′ 000 ／
′

太田美保 /
10′00% R5.1.6

/ 福岡市早良区高取2-16-25/ 無職

太田美保 10′ 00()/ R5.2.6/ 福岡市早良区高取2-16-25 無職

太田美保 10′ 000/ R5.3.7 福岡市早良区高取2-16-25 無職

太田美保 10′ 000 R5.4.10
/

福岡市早良区高取2-16-25 無職

太田美保 10′ 000
/

R5.5.10
/

福岡市早良区高取2-16-25 無職

無職太田美保 10′ 000/ R5.6.6 福岡市早良区高取2-16-25

R5.7.5/ 福岡市早良区高取2-16-25 無職太田美保 10′ ハ
Ｕ
ノ

Ｕ^Ｕ^

太田美保 10′ 000/ R5.8.4/ 福岡市早良区高取2-16-25 無職

太田美保 10′ 000/ R5.9.5/ 福岡市早良区高取2-16-25 無職

太田美保 10′ 000/ R5.10.5/ 福岡市早良区高取2-16-25 無職

太田美保 10′ 000/ R5.11.7
/ 福岡市早良区高取2-16-25 無職

太田美保 10′ 000/ R5.12.5/ 福岡市早良区高取2-16-25。 無職

この 頁 の 小 計 140′000

そ の 他 の 寄 附

〈
ロ =:■日 I

１
〓
　

　

つ
ι
　

　

＾
Ｊ

５

　

６

　

７

　

８

　

９

11

12

13

14

15

/

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあつては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に

応 じて記載 して差し支えないが、 5万 円以下の寄附については、一括 してその合計額を「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記
載することができる。

寄附の内訳



(その7)

(7)寄附の内訳 丘査ШttL⊆≧区九二≧旦也□L≧」 蛋五:止主 寄附者の区分 個人

寄附者の氏名
(団体にあつては、その名称)

金額 (円 ) 年月日 住所 (団体にあっては、主たる事務所の所
在地)

職業 (団体にあって
は、代表者の氏名 )

備 考

=上口 i

ヽ . 120′ 000 /

陣内良己 / 10′ 000/ R5.1.6/ 福岡市中央区大名2-10-38-610/ 会社役員

陣内良己 10′ 00(1/ R5.2.6/ 福岡市中央区大名2-10-38-610 会社役員

陣内良己 10′ 000 R5.3.7′ 福岡市中央区大名2-10-38-610 会社役員

陣内良己 10′ 000 R5.4.10′ 福岡市中央区大名2-10-38-610 会社役員

陣内良己 10′ 000 R5.5.10′ 福岡市中央区大名2-10-38-610 会社役員

陣内良己 10′ 000 R5.6.6 福岡市中央区大名2-10-38-610 会社役員

陣内良己 10′ 000/ R5.7.5ノ 福岡市中央区大名2-10-38-610 会社役員

陣内良己 10′ 000/ R5.8.4
/

福岡市中央区大名2-10-38-610 会社役員

陣内良己 10′ 000 R5。 9.5´ 福岡市中央区大名2-10-38-610 会社役員

陣内良己 10′ 000/ R5.10.5/ 福岡市中央区大名2-10-38-610 会社役員

陣内良己 10′ 000/ R5.11.7/ 福岡市中央区大名2-10-38-610 会社役員

陣内良己 10′ 00()/ R5.12.5/ 福岡市中央区大名2-10-38-610。 会社役員

(ノ」ヽ言十) . 120′ 000

仲達 ミサ子 / 10′ 000′ R5.1.6/ 福岡県行橋市西宮市1-8-7/ 会社員

この 頁 の 小 計 130′000

そ の 他 の 寄 附
△
ロ =:上面 l
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※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあっては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に
応 じて記載 して差 し支えないが、 5万 円以下の寄附については、一括 してその合計額を 「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記
載することができる。

寄附の内訳



(その7)

寄附者の区分 個人(7)寄附の内訳 堡 」□三⊆≧区』三二≧上:夏也□Lと」 蛋五二止主

年月日
住所 (団体にあつては、主たる事務所の所
在地)

職業(団体にあつて
は、代表者の氏名)

備 考
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称)
金額 (円 )

R5.2.6ィ 福岡県行橋市西宮市1-8-7 会社員仲達 ミサ子 10′ 000/

R5.3.7/ 福岡県行橋市西宮市1-8-7 会社員仲達 ミサ子 10′ 000/

10′ 009 R5.4.10/ 福岡県行橋市西宮市1-8-7 会社員仲達 ミサ子

10′ 000′ R5.5.10 福岡県行橋市西宮市1-8-7 会社員仲達 ミサ子

10′000 R5.6.6ノ 福岡県行橋市西宮市1-8-7 会社員仲達 ミサ子

仲達 ミサ子 10′ 000/ R5.7.5/ 福岡県行橋市西宮市1-8-7 会社員

R5.8.4/ 福岡県行橋市西宮市1-8-7 会社員仲達 ミサ子 10′00Q

10′00Q R5.9.5/ 福岡県行橋市西宮市1-8-7 会社員仲達 ミサ子

会社員仲達 ミサ子 10′00Q R5.10.し 福岡県行橋市西宮市1-8-7

会社員仲達 ミサ子 10′ 000 R5.11.7 福岡県行橋市西宮市1-8-7

福岡県行橋市西宮市1-8-7. 会社員仲達 ミサ子 10′000
/

R5.12ι

120′00Q・ /(小計 )

5′000/ R5.1.6′ 福岡市早良区野芥7-1-49/ 無職松山廣子 /

松山廣子 5′000
/

R5.2.6
/

福岡市早良区野芥7-1-49 無職

5′000/ R5.3.7/ 福岡市早良区野芥7-1-49 無職松山廣子

125′000この 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附
Zゝ
『コ

二 :

冒T

４

，

6

7

8

9

10

11

1

1

1

15

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあつては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に

応 じて記載 して差 し支えないが、 5万 円以下の寄附については、一括 してその合計額を 「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記

載することができる。
寄附の内訳



(その7)

寄附者の区分 個人(7)寄附の内訳 (寄附者の区分ご L_に別葉とする と)

住所 (団体にあっては、主たる事務所の所
在地 )

職業 (団体にあつて
は、代表者の氏名)

備 考
寄附者の氏名

(団体にあつては、その名称)
金額 (円 ) 年月日

R5.4.10/ 福岡市早良区野芥7-1-49 無職松山廣子 5′000/

R5.5.10/ 福岡市早良区野芥7-1-49 無職松山廣子 5′000/

福岡市早良区野芥7-1-49 無職松山廣子 000
/

5′ R5.6.6

R5.7.5/ 福岡市早良区野芥7-1-49 無職松山廣子 5′ 000

5′00Q R5.8.4/ 福岡市早良区野芥7-1-49 無職松山廣子

5′000 R5.9.5/ 福岡市早良区野芥7-1-49 無職松山廣子

福岡市早良区野芥7-1-49 無職松山廣子 5′000 R5.10.5′

5′ 000
/

R5.11.7 福岡市早良区野芥7-1-49 無職松山廣子

松山廣子・ 000
/

5′ R5.12.5/ 福岡市早良区野芥7-1-49。 無職

(小計 ) 60′ 000 /

無職三倉圭子 ′ 15′ 000 R5.1.6
/

福岡市南区大池2-10-44/

15′ 000/ R5.2.6/ 福岡市南区大池2-10-44 無職三倉圭子

15′ 00() R5.3.7/ 福岡市南区大池2-10-44 無職三倉圭子

三倉圭子 15′ 000 R5.4.10/ 福岡市南区大池2-10-44 無職

福岡市南区大池2-10-44 無職三倉圭子 15′ 00〔
)/

R5.5.10/

120′000この 頁 の 小 計

そ の 他 の 寄 附
△
『コ

曇上
口 l

１
‥
　

　

つ
ι
　

　

＾
Ｊ

５

　

６

　

７

　

８

　

９

11

12

13

14

15

/
※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあっては都道府県名から、

県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に

応 じて記載 して差し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括 してその合計額を 「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記

載することができる。
寄附の内訳



(7)寄附の内訳 盤 」□童⊆≧区二江二≧上≡』LL≧重芝五 二止主 寄附者の区分 個人

寄附者の氏名
(団体にあつては、その名称)

金額 (円 ) 年月日 住所 (団体にあつては、主たる事務所の所
在地 )

職業 (団体にあつて
は、代表者の氏名)

」L 」=W用  4局

三倉圭子 15′ 000/ R5.6.6.′ 福岡市南区大池2-10-44 無職

三倉圭子 15′ 000 R5.7.5/ 福岡市南区大池2-10-44 無職

三倉圭子 15′ 000/ R5.8.4/ 福岡市南区大池2-10-44 無職

三倉圭子 15′ 000/ R5.9.5/ 福岡市南区大池2-10-44 無職

三倉圭子 15′ 000/ R5.10.5
/ 福岡市南区大池2-10-44 無職

15′ 000/一 ・ 会

二 月 圭 子 R5.11.7/ 福岡市南区大池2-10-44 無職

三倉圭子 15′ 000 R5.12.5/ 福岡市南区大池2-10-44。 無職

(′lヽ 言十) 180′ 000。

1′000/坂主妙子 / R5.1.10′ 福岡市南区屋形原1-9-1/ 無職

坂主妙子 1′000 R5.2.10/ 福岡市南区屋形原1-9-1 無職

坂主妙子 1′000/ R5.3.10/ 福岡市南区屋形原 1-9-1 無職

坂主妙子 1′002 R5.4.10/ 福岡市南区屋形原 1-9-1 無職

坂主妙子 1′000 R5.5.10/ 福岡市南区屋形原1-9-1 無職

坂主妙子 1′000 R5.6.10/ 福岡市南区屋形原1-9-1 無職

坂主妙子 1′000 R5.7.10/ 福岡市南区屋形原 1-9-1 無職

この 頁 の 小 計 112′000

そ の 他 の 寄 附

△
ロ

曇1上

口 l

(その7)

，
‘
　

　

ｎ
０

　

　

４
．
　

　

Ｆ０

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあつては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に
応 じて記載 して差 し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括 してその合計額を 「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記
載することができる。

寄附の内訳

1

1

1

1

1

1



(その7)

(7)寄附の内訳 (寄附者の区分ごとに別葉とすること) 寄附者の区分 個人

寄附者の氏名
(団体にあつては、その名称)

金額 (円 ) 年月日 住所 (団体にあっては、主たる事務所の所
在地)

職業 (団体にあって
は、代表者の氏名)

備 考

坂主妙子 1′000 R5.8.10/ 福岡市南区屋形原1-9-1/ 無職

坂主妙子 1′000 R5,9.10 福岡市南区屋形原1-9-1 無職

坂主妙子 1′000/ R5.10.10 福岡市南区屋形原1-9-1 無職

坂主妙子 1′000 R5.11.lQ 福岡市南区屋形原1-9-1 無職

坂主妙子 .

１
■ 00ｎ

ｖ
/

R5.12.10/ 福岡市南区屋形原1-9-1. 無職

(ノlヽ 言十) ・ 12′ 000 /

馬場輿志子 0
/

010′00% R5.1.21
/

福岡市城南区松山2-34-27・ / 無職

蒲池員澄 1 。1′ 500′ 00% R5.1.26′ 福岡市東区和白丘3-15-33.
/

会社役員

栗田淳子・ /
′

ｎ
）
．

Ｕ^ｎ
〉

『∠ R5.4.29
/

福岡市南区若久5-41-60/ 無職

棚町啓一 ・ / 500′ 00o R5.5.16リ 福岡市南区桧原4-41-30/ 会社役員

原野保之 .
200′ 00()/ R5.6.2′ 福岡市城南区友丘6-24-40/ 無職

原野保之 ・ 200′000 R5.7.25・ 福岡市城南区友丘6-24-4 無職

(′lヽ 言十) 400′000 /

古賀フジヱ 10′ 00()/ R5.8.270
/

福岡市南区市崎1-8-20。 / 無職

R5.9.19。 無職松延公平 /
40′ 00(〕

/
福岡市南区野間4-29-1-13010/

この 頁 の 小 計 2′ 467′000

そ の 他 の 寄 附

△
ロ

詈■
口 l

１

　

２

　

３

　

４

　

５

７
，
　

　

６
０

1

1

1

1

1

1

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあつては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に
応 じて記載 して差 し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括 してその合計額を 「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記載
することができる。

寄附の内訳



(その7)

(7)寄附の内訳 盤 」□童⊆≧区二江:≧回 LL≧璽i宣二止主 寄附者の区分 個人

寄附者の氏名
(団体にあつては、その名称)

金額 (円 ) 年月日 住所 (団 体にあっては、主たる事務所の所
在地)

職業 (団体にあって
は、代表者の氏名)

備 考

松尾義信 ′ 30′ 001p R5.10.17. 二重県津市桜橋2-207-8。 ノ 無職

日隈 久 / 100′ 000. R5.11.12。 福岡市中央区大宮2-3-31ピ ュアドームアーティック平尾203
,ン
´ 会社役員

この 頁 の 小 計 130′000

そ の 他 の 寄 附 208′ 000

Zゝ
『コ

二 :

日T 11′ 764′ 49■

１
〓
　

　

つ
こ
　

　

ハ
Ｊ

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

/

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあっては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に
応 じて記載 して差し支えないが、 5万円以下の寄附については、一括 してその合計額を 「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記
載することができる。

寄附の内訳



(その7)

寄附者の区分 政治団体′(7)寄附の内訳 堡 」□五⊆≧屋笠 二上回 也□L≧」 蛋五:止主

金額 (円 ) 年月日
住所 (団体にあつては、主たる事務所の所
在地 )

職業 (団体にあつて
は、代表者の氏名 )

備 考
寄附者の氏名

(団体にあっては、その名称)

200′ 000 R5.7.11 福岡市南区野間3-4-1-102 小竹 理香小竹 りか後援会

200′ 000 R5.8.14 福岡市南区野間3-4-1-102 小竹 理香小竹 りか後援会

小竹 りか後援会 200′ 000 R5.9.21 福岡市南区野間3-4-1-102 小竹 理香

小竹 理香小竹 りか後援会 200′ 000 R5.10.20 福岡市南区野間3-4-1-102

小竹 理香小竹 りか後援会 200′ 000 R5.11.21 福岡市南区野間3-4-1-102

(ノ」ヽ言十) 1′ 000′ 000 /

この 頁 の 小 計 1′ 000′000

そ の 他 の 寄 附
ｎ
ｖ

△
ロ

二 :

冒T 1′ 000′ 000.

ｌ
ｉ
　
　

　

ｎ
‘

「
′

※  「主たる事務所の所在地」欄については、県外にあつては都道府県名から、
県内にあっては市郡名から記入 してください。

※ 同一の者からの寄附で年間 5万円を超えるものについては、内訳を記載すること。なお、 5万円以下の寄附であっても、必要に

応 じて記載 して差 し支えないが、 5万 円以下の寄附については、一括 してその合計額を 「その他の寄附」欄 (下から2行 日)に記

載することができる。
寄附の内訳

1

1

1

1

1

1



(1) の

項 目 金額 (円 )

備考 (※ )

1 経常経費

(1)人 件費

(2)光 熱水費

(3)備 品・消耗品費

(4)事務所費

小   計

1′ 057′ 716 ()
⌒
R9ノ

「資金管理団体」又は「国会臓員関係政治団体」
である期間中の支出は、項目(人件費を除く)ご
とに様式(そのコ4)に内訳を記載すること

0 ⑦

263′ 343 / ③

582′991 / ⑨

1′ 904′ 050 ⑩ (⑥～⑨の計)

2 政治活動費

(1)組 織活動費

(2)選挙関係費

(3)機 関紙誌の発行その他の事業費

(4)調 査研究費

(5)寄 附・交付金

(6)その他の経費

小   言十

2′ 699′ 895 / ヽ
ノ

κ
ゝ

項目ごとに様式 (その15)に内訳を記載すること

∩

〉 ⑫

1′ 218′ 338 ′ ⑬ (ア +イ +ウ +工 )

ｎ
〉

314′ 585 /

903′ 753 /

0

0 ⑭

11′ 990′ 550 / ⑮

0 ⑩

15′ 908′ 783 ① (①～①の計)

〈
回

ヨ上
口 l

17′ 812′ 833 / (⑩ +① )

(その13)

3 支出項目別金額の内訳

※ 立出」墜 当」該旦」担 」望宣[X直支圭L二⊆L墨」豊2ヒ 12L二⊆」L__菫旦_ご上望塑塵と盤甚割幽L
☆支出がある場合は、本様式は必須となる。

記入 し、併せてその内訳を様式 (そ の 16)に より報告すること。

した交付金に係る支出
部又は支部に対 して供与

ア 機関紙誌の発行事業費

イ 宣伝事業費

ウ 政治資金パーティー開催事業費

その他の事業費コ已



(2)経常経費 (人件費を除く。)の内訳 項目別区分 備品口消耗品費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体にあって
は、主たる事務所の所在地)

備 考

ナンバリング代 12,770 R5.8.25 同文志鶴 福岡市中央区平尾2-19-17

名刺印刷代 14,260 R5.9.12 いグラフィック竹田工場 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

封筒印刷代 26,400 R5.9.16 (榊 トータルプルーフ 福岡市南区清水4-6-3

年間購読料 165,000 R5.11.6 (株)データ・マックス 福岡市博多区中洲中島町2-3

こ の 頁 の 小 計 218′430

そ の 他 の 支 出 44′913

△
ロ 計 263′ 343

(その14)

11

12

13

14

15

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以 上の支出は、個々の内容 (支 出の 目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写 しを添付すること。 これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

経常経費の内訳



(2)経常経費(人件費を除く。)の内訳 項目別区分 事務所費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日 支出を受けた者の氏名
(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体にあつて
は、主たる事務所の所在地)

備 考

事務所家賃一部負担分 30,000′ R5.1.25/ 立憲民主党福岡県第 2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107/

事務所家賃一部負担分 30,000 R5.2.25
/

立憲民主党福岡県第 2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107/

事務所家賃一部負担分 30,000 R5.3.25
/
立憲民主党福岡県第 2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107/

事務所家賃一部負担分 30,000/ R542っ 立憲民主党福岡県第 2区総支リ 福岡市南区野間4-1-35-107′

事務所家賃一部負担分 30,000 R5.5.25 立憲民主党福岡県第 2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107

事務所家賃一部負担分 30,000 R5.6.25/ 立憲民主党福岡県第 2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107/

事務所家賃一部負担分 30,000 R5.7.25
/

立憲民主党福岡県第 2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107′

事務所家賃一部負担分 30,000 R5.8.25/ 立憲民主党福岡県第 2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107′

事務所家賃一部負担分 30,000′ R5.9.25′ 立憲民主党福岡県第 2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107′

事務所家賃一部負担分 30,000 R5.10.25
/

立憲民主党福岡県第 2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107/

事務所家賃一部負担分 30,000, R5.11.25 立憲民主党福岡県第 2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-10み

事務所家賃一部負担分 30,000′ R5.12.25 立憲民主党福岡県第 2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107/

切手代 16,80% R5.3.1し 日本郵便m/ 東京都千代田区大手町2-3-1/

配送代 42,280/ R5.3.25
/

ヤマ ト運輸悧 / 福岡市南区清水3-8-29

監査報酬 33,000/ R5.5.26 山田泰江税理士事務所 / 福岡市中央区大名 2丁 目4-38-1109

こ の 頁 の 小 計 452′ 080

そ の 他 の 支 出 130′ 911

△
『コ =上員 :

・ 582′ 991

(その14)
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12

13

14
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※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支 出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写 しを添付すること。 これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

経常経費の内訳



(その15)
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(3)政治活動費の内訳 項目別区分 組織活動費
′

t
行事口会議費 〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体にあって
は、主たる事務所の所在地)

備 考

会場代 65,720 R5.1.15 福岡市立南市民センター 福岡市南区塩原2-8-2

会場代 32,110 R5.1.21 城南市民センター 福岡市城南区片江5-3-25

会場代 25,280 R5.1.22 いシンコー 福岡市中央区天神4-7-17

横断幕作成代 17,600 R5.1.28 同 日高印刷所 中間市中間1-4-16

案内状郵送代 260,520 R5.12.29 日本郵便閉 東京都千代田区大手町2-3-1

案内状郵送代 413,486 R5.12.29 日本郵便閉 東京都千代田区大手町2-3-1

案内状郵送代 558,290 R5.12.29 日本郵便閉 東京都千代田区大手町2-3-1

案内状郵送代 304,648 R5.12.29 日本郵便い 東京都千代田区大手町2-3-1

こ の 頁 の 小 計 1′ 677′ 654

そ の 他 の 支 出 2′435

△
ロ =↓口 i

1′ 680′ 089

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の 目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期 1普]中 の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写 しを添付すること。 これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)

1

2
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※ この様式は、「国会議員関係政治団体」又は 「資金管理団体」である期間中に係る

人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、

その領収書等の写 しを添付すること。 これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。
政治活動費の内

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 組織活動費 旅費交通費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体にあって
は、主たる事務所の所在地)

備 考

東京都中央区銀座5-6-16-4Fィ航空券代 48′ 169 R5.3.18/ さくらトラベル /

33′ 60C)/ R5.3.25/ 楽天グループい / 東京都世田谷区玉川1-14-1/宿泊代

東京都世田谷区玉川1-14-1/宿泊代 13′ 3011) R5.3.27
/

楽天グループ1卸 /

航空券代 77′560 R5.9.15 僣|エ ア トリ / 東京都港区愛宕2-5-1/

こ の 頁 の 小 計 172′ 626

そ の 他 の 支 出 236′ 998

△
ロ

曇:ム

ロ l
.409′624

１
１

　

　

つ
こ



(その15)
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※ この様式は、「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載し、
その領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 組織活動費 渉外費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体にあつて
は、主たる事務所の所在地)

備 考

会費 Q∩
）

∩
ｖ

６
０ R5.2.11/ グリーンマンション野間商店街連合会 福岡市南区野間4-1-35

会費 30,000 R5.7.12 きいたか し後援会 / 北九州市小倉北区東篠崎 1-4-1-201
/

会費 360,000 R5,9.2 立憲民主党福岡県総支部連合会′福岡市博多区千代4-29-50/

会費 30,000/ R5.9.23 参議院議員野田くによし政経セ
ミナー2023実行委員会 / 八女市本町2-81′

会費 30,000/ R5.10.11 佐々木允副議長就任祝賀会実行委員会
/

田川市大字伊田4510-6/

費
△
2= 12,000 R5.11.2 (株)データ・マックス / 福岡市博多区中洲中島町2-3/

会 費 12,000 R5.11.25
一般社団法人カンボジア地雷撤
去キャンペーン事務局  / 福岡市早良区西新 1-7-10-702

/

こ の 頁 の 小 計 492′ 000

そ の 他 の 支 出 106′ 830

△
ロ =ユロ l

. 598′830

1

1

1

1

1
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※ この様式は、「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の 目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万 円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写 しを添付すること。 これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 組織活動費 交際費

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体にあって
は、主たる事務所の所在地)

備 考

こ の 買 の 小 計
∩

ｖ

そ の 他 の 支 出 11′352

△
ロ =:上員 I

・ 11′352



(3)政治活動費の内訳

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体にあって
は、主たる事務所の所在地)

備 考

撮影代 16,500 R5.7.15 い美山 福岡市中央区白金2-5-20

印刷代 165,600 R5.7.27 閉グラフィック竹田工場 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

印刷代 24,170 R5.9.30 mグラフィック竹田工場 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

動画制作代 70,000 R5.10.10 重松順子 福岡市中央区那の川2-8-7-306

ラジオ出演代 30,000 R5.12.2 重松順子 福岡市中央区那の川2-8-7-306_

小 計こ の 頁 の 306′ 270‐

そ の 他 の 支 出 8′315

△
『コ =.↓口 :

314′ 585

項目別区分 宣伝事業費 宣伝広告費

※ この様式は、 「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写 しを添付すること。 これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳
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(3)政治活動費の内訳 項目別区分 政治資金パーティー開催事業費 〔 衆議院議員いなとみ修二政経セミナー2023 〕

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあっては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体にあって
は、主たる事務所の所在地)

備 考

案内状印刷代 16,730 R5.8.31 (襴 グラフィック竹田工場 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

案内状郵送代 22,610 R5.9.7 日本郵便い 東京都千代田区大手町2-3-1

案内状郵送代 21,280 R5.9,7 日本郵便い 東京都千代田区大手町2-3-1

東京都千代田区大手町2-3-1案内状郵送代 19,740 R5.9.7 日本郵便い

東京都千代田区大手町2-3-1案内状郵送代 17,850 R5.9.7 日本郵便い

R5.10.10 (株)ト ータル プルーフ 福岡市南区清水4-6-3封筒印刷代 13,200

72,600 R5.10.10 (掬 トータルプルーフ 福岡市南区清水4-6-3お土産代

会場代 316,785 R5.10.10 福岡共済会館 福岡市中央区薬院4-21-1

福岡県粕屋郡篠栗町彩 り台1-1お土産代 150,000 R5.10.11 (掬やまやコミュニケーションズ

福岡市南区清水4-6-3 誤送金お土産代 72,600 R5.10.20 (襴 トータルプルーフ

封筒印刷代 41,800 R5.10.20 (襴 トータルプルーフ 福岡市南区清水4-6-3

動画撮影 ・編集一式代 132,000 R5.11.30 (荀オールバーグ 福岡市南区高宮5-4-25

こ の 頁 の 小 計 897′ 195

そ の 他 の 支 出 6′558

903′ 753△
ロ =上口 i

※ この様式は、「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の目的、金額、年月日、支払先等)を記載し、その領収書等の写しを添付すること。
ただし「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写しを添付すること。これら以外の少額の支出については、一括して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内訳



(その15)
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※ この様式は、「国会議員関係政治団体」又は「資金管理団体」である期間中に係る
人件費以外の経常経費の支出について記載するものであること。

/

※ 1件 5万 円以上の支出は、個々の内容 (支出の 目的、金額、年月 日、支払先等)を記載 し、その領収書等の写 しを添付すること。
ただ し「国会議員関係政治団体」期間中の支出については、上記によらず 1件 1万円超の支出について個々の内容を記載 し、
その領収書等の写 しを添付すること。 これ ら以外の少額の支出については、一括 して 「その他の支出」欄にその合計額を記載すること。

政治活動費の内

(3)政治活動費の内訳 項目別区分 寄附口交付金 / 寄附金

支出の目的 金額 (円 ) 年月日
支出を受けた者の氏名

(団体にあつては、その名称)

支出を受けた者の住所(団体にあって
は、主たる事務所の所在地)

備 考

寄附 540,000/ R5.1.10/ 田中 しんすけ後援会 / 福岡市中央区平尾5-4-36-201/

寄附 2,000,000 R5.1.17/ 立憲民主党福岡県第2区総支ぅ 福岡市南区野間4-1… 35-107/

寄附 1,000,000 R5.2.10
/

立憲民主党福岡県第2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107′

寄附 1,500,009 R5.3.2/ かめざき大介後援会/ 福岡市南区桧原5-16-21-102/

寄附 1,500,009 R5.3.2/ 立憲民主党福岡県第2区総支部
/
福岡市南区野間4-1-35-10し

寄附 1,000,000 R5.3.15
ノ

立憲民主党福岡県第2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107/

寄 附 1,000,000 R5.4.10 立憲民主党福岡県第2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107′

寄附 250,000 R5.5.5
/

立憲民主党福岡県第2区総支ぅ 福岡市南区野間4-1-35-107/

寄附 500,000 R5.5.10
/

立憲民主党福岡県第2区総支リ 福岡市南区野間4-1-35-107/

寄附 1,000,000 R5.5.24 立憲民主党福岡県第2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107ノ

寄附 700,000/ R5.6.15
/

立憲民主党福岡県第2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107/

寄附
∩
Ｕ
／

（
Ｕ

∩
）

∩
〕

∩

）

Ｅ
Ｕ R5.12.2

/
立憲民主党福岡県第2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107ノ

寄附 500,000 R5.12.3 立憲民主党福岡県第2区総支部 福岡市南区野間4-1-35-107′

こ の 頁 の 小 計 11′ 990′ 000

そ の 他 の 支 出 550

△
ロ

詈半
口 :

θll′ 990′ 550
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資 産 等 の 状 況

1 資産等の総括表

必須様式 (3/4)

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有
(※ ) 缶

/ 備   考

ア 土  地 日

イ 建  物 日

ウ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権

工 取得の価額が 100万 円を超える動産

オ 預金 (普通預金及び当座預金を除く。)又は貯金 (普通貯金を除く。) 日

力 金銭信託

キ 有価証券

ク 出資による権利 □

ケ 貸付先ごとの残高が 100万 円を超える貸付金

こコ 支払われた金額が 100万 円を超える敷金 □

サ 取得の価額が 100万円を超える施設の利用に関する権利 □ 日

シ 借入先ごとの残高が 100万 円を超える借入金

※ 有の場合、その内訳を様式 (そ の 18)に 記入す ること。

日

日

□



(その20)

巳 誓  書

添付書類 (別添のとおり)

日 1 領収書等の写し /

□ 2 監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。)

日 3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。)ノ

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

宣誓 日

令不日  6  年  2  月  4  日

政治団体の名称  いなとみ修二後援会

会計責任者の氏名 古屋 伴
だB、

朗_生匿2_
【署名又は記名押印】

※ 以下は目幽雄聾」巳:主蓋由国凶L菫劇腱」lLコ麗艶歴性ヨ臼l土立蚤山璽墨盪豊:■主型匹国:L入すること。

【署名又は記名押印】
代表者の氏名

(備考)会計責任者本人が提出する場合にあつては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書

の提示又は提出を行 うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない

政治団体の解散に伴 う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任者本人が提出する場合
にあっては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が提出する場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示
又は提出を行 うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

た士′

必須様式(4/4)


